
 

 

専決処分について  

大竹市一般会計において補正を行うことについて、令和６年度当該会計予算の

変更議決を必要とするが、特に緊急を要するため、議会を招集する時間的余裕が

ないことが明らかであると認め、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７

９条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。  

令和６年１０月１日  

大竹市長 入 山 欣 郎   

 

令和６年度大竹市一般会計補正予算（第４号）  

 令和６年度大竹市の一般会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。  

（歳入歳出予算の補正）  

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 18,738 千円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ 18,114,507 千円とする。  

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。  

 



歳 入

第１表　歳入歳出予算補正
(単位:千円)

款 項 　 　 計 　 　補 正 額補 正 前 の 額

歳 入 合 計

15 県支出金 1,008,689 18,738 1,027,427

1 県負担金 615,051 18,738 633,789

18,095,769 18,738 18,114,507



歳 出 (単位:千円)

款 項 　 　 計 　 　補 正 額補 正 前 の 額

歳 出 合 計

2 総務費 3,737,431 18,738 3,756,169

4 選挙費 10,047 18,738 28,785

18,095,769 18,738 18,114,507



１　総 括

歳入歳出補正予算事項別明細書

（歳 入）
(単位:千円)

款 　 　 計 　 　　 補 正 額 　補 正 前 の 額

歳 入 合 計

15 県支出金 1,008,689

18,095,769

18,738

18,738

1,027,427

18,114,507



（歳 出）

款

(単位:千円)

国県支出金

　 　 計 　 　　 補 正 額 　補 正 前 の 額

歳 出 合 計

補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳

そ の 他

特 定 財 源
一 般 財 源

2 総務費 3,737,431

18,095,769

18,738

18,738

3,756,169

18,114,507

18,738

18,738

地 方 債



２　歳 入

(款)15県支出金 (項) 1県負担金

節

(単位:千円)

目

計

補正前の額 補 正 額 計
区 分 金 額

説 明

5総務費県負担金 0

615,051

18,738

18,738

18,738

633,789

1選挙費県負担金 18,738衆議院議員選挙費県負担金　　　　　18,738



(款)2総務費 (項)4選挙費

３　歳 出

（単位：千円）

特 定 財 源

補 正 の 財 源 内 訳 節

目 補正前の額 補正額 計

国県支出金 地方債 その他
一般財源 区 分 金 額

説 明

3衆議院議
員選挙費

0 18,738 18,738 18,738 1

3

4

7

8

10

11

12

13

報酬

職員手当
等

共済費

報償費

旅費

需用費

役務費

委託料

使用料及
び賃借料

2,100

9,270

208

70

61

2,426

3,184

1,000

419

001衆議院議員選挙事務 18,738
報酬 2,100
投開票管理者・立会人報酬 1,303
会計年度任用職員報酬 797

職員手当等 9,270
時間外手当 9,270

共済費 208
会計年度任用職員社会保険料 127
職員共済組合等負担金（会計年度任
用職員） 81

報償費 70
ポスター掲示場設置謝礼 44
投票箱送致立会人謝礼 26

旅費 61
費用弁償 45
特別旅費 16

需用費 2,426
消耗品費 1,900
燃料費 14
食糧費 220
印刷製本費 192
修繕料 100

役務費 3,184
通信運搬費 2,183
広告料 140
手数料 861

委託料 1,000
ポスター掲示場設置等業務委託料

1,000
使用料及び賃借料 419
タクシー借上料 85



(款)2総務費 (項)4選挙費 （単位：千円）

計 10,047 18,738 28,785 18,738

船舶借上料 60
会場借上料 64
事務機器借上料 210


